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選
挙
の
投
票
日
の
時
点
で
満
18
歳

以
上
の
方
が
選
挙
権
を
有
し
ま
す
。

満
年
齢
で
計
算
し
ま
す
の
で
、
18
歳

の
誕
生
日
が
投
票
日
の
翌
日
ま
で
の

方
が
投
票
で
き
ま
す
。
18
歳
、
19
歳

の
皆
さ
ん
、
政
治
は
自
分
た
ち
の
将

来
の
暮
ら
し
を
創
り
ま
す
。
積
極
的

に
参
加
し
ま
し
ょ
う
！

【
問
い
合
わ
せ
】
総
務
課　

庶
務
係

☎（
83
）１
２
２
１

　

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
伴
い
、
平

成
28
年
６
月
19
日
以
降
初
め
て
行
わ

れ
る
国
政
選
挙
（
衆
議
院
議
員
総
選

挙
ま
た
は
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
）

よ
り
、
選
挙
権
年
齢
が
「
満
20
歳
以

上
」
か
ら
「
満
18
歳
以
上
」
へ
と
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
最
初
に
適
用
さ

れ
る
選
挙
は
、
７
月
に
予
定
さ
れ
て

い
る
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
な
り

ま
す
。（
選
挙
日
程
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
お
し
ら
せ
号
・
広
報
ま
つ
だ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

　

寄
自
然
休
養
村
「
ホ
タ
ル
を
育
て

る
会
」
が
、
今
年
も
ホ
タ
ル
の
夕
べ

を
開
催
し
ま
す
。
午
後
５
時
よ
り
子

ど
も
ク
イ
ズ
と
豚
汁
サ
ー
ビ
ス
、
手

作
り
石
け
ん
な
ど
の
販
売
ほ
か
、
午

後
７
時
よ
り
沖
縄
の
民
族
音
楽
の
演

奏
会
も
開
催
。
ホ
タ
ル
鑑
賞
は
午
後

７
時
30
分
よ
り
。
ぜ
ひ
ご
家
族
や
ご

友
人
と
幻
想
的
な
夏
の
夜
を
楽
し
ん

で
み
て
は
。

【
問
い
合
わ
せ
】☎
０
９
０（
５
１
４
８
）

２
３
２
８
（
事
務
局　

有あ
り

川か
わ

）

検
討
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
町
出
身
の

日
本
画
家
で
あ
る
芳
澤
一
夫
画
伯
よ

り
、「
お
も
て
な
し
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
描
き
下
ろ
し
作
品
を
提
供
い
た

だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

5
月
19
日（
木
）に
開
催
し
た
若
手

職
員
を
中
心
に
構
成
し
た
「
お
も
て

な
し
会
議
」
の
席
上
で
、
画
伯
が
町

長
に
原
画
を
直
接
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
で
は
今
後
、
こ
の
原
画
を
基
に

し
た
マ
ー
ク
の
活
用
方
法
な
ど
を
町

民
の
皆
さ
ま
に
募
り
、「
お
も
て
な

し
」
の
さ
ら
な
る
活
性
化
を
目
指
し

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

政
策
推
進
課　

経
営
戦
略
係

☎（
83
）１
２
２
２

　

町
で
は
昨
年
8
月
に
「
オ
ー
ル
松

田
お
も
て
な
し
宣
言
」
を
行
い
、
平

成
28
年
を
「
お
も
て
な
し
元
年
」
と

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
後
の
取
組

を
よ
り
効
果
的
に
Ｐ
Ｒ
す
る
方
法
を

　「
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
」
は
、

日
本
企
業
の
経
済
活
動
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
国
の
調
査
で
す
。（「
セ

ン
サ
ス
」
は
英
語
で
全
数
調
査
を
意

味
し
ま
す
）
全
国
の
事
業
所
の
正
確

な
経
済
活
動
を
調
べ
る
こ
と
で
、
日

本
経
済
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
国

の
政
策
決
定
に
活
用
し
ま
す
。
つ
ま

り
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
よ
り
豊
か

に
す
る
た
め
の
調
査
で
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
5
月
末
に
お
届
け
し
た
調
査
票
に

ご
記
入
の
上
、
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
便

利
な
オ
ン
ラ
イ
ン
回
答
で
も
提
出
で

第
30
回
ホ
タ
ル
の
夕
べ

6
月
18
日（
土
）午
後
5
時
よ
り（
小

雨
決
行
）
寄
ふ
れ
あ
い
ド
ッ
グ
ラ
ン

前
駐
車
場
に
て

後期高齢者医療保険料

　 ○平成28・29年度の保険料率の変更が、３月28日開催の広域連合議会で
 　議決されました。本年度からの保険料は以下のとおりになります。

■平成28・29年度の保険料率
H28・29年度
（Ａ）

H26・27年度
（Ｂ）

差額
（Ａ）－（Ｂ）

均等割額（円） 43,429円 42,580円 849円

所得割率（％） 8.66％ 8.30％ 0.36％

厚生年金の平均的な年金額
受給者の年間保険料額
（年収201万円・単身世帯）

55,520円 53,980円 1,540円

＊平成28年度から、均等割額の５割・２割軽減制度の対象者が拡大します。
＊後期高齢者医療制度の保険料は、２年ごとに、医療費の見込みなどに基づ
いて、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で保険料率を定めています。

■保険料額の算出方法　　＊所得等の条件によっては軽減措置があります。

【問い合わせ】神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局　☎045（440）6700
　　　　　　 町民課　国保年金係　☎（83）1225

大切なお知らせ

年間保険料額
（上限57万円）

均等割額
43,429円

所得割額
賦課のもととなる所得金額×8.66％＝ ＋

選
挙
権
年
齢
が
6
月
19
日
以
降
の
国
政
選
挙
か
ら

↓
「
満
18
歳
以
上
」
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
！

（芳澤画伯より）５つの丸は「お
もてなし」という言葉の音階を
表現しています。これは「まつ
だまち」という言葉の音階でも
あります。その５つの丸を円で
囲むことで「縁」を表現しまし
た。隣同士のご近所も、松田町
に訪れた人との出会いも、偶然
が結ぶご縁です。おもてなしが
松田町にいいご縁を結ぶことを
願って描きました。

「
町
へ
〝
い
い
ご
縁
〞
が
訪
れ
ま
す
よ
う
に
」

日
本
経
済
の
今
を
知
る
、
大
切
な
調
査

　
　
　
　

 

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

平
成
28
年

本年度から保険料率が改定されました

日
本
画
家 

芳よ
し

澤ざ
わ

一か
ず

夫お

画
伯
が
、

　
　
　
　
お
も
て
な
し
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
を
提
供

き
ま
す
。（
６
月
７
日
（
火
）
ま
で
）

◎
ご
不
明
な
点
は
、
調
査
票
に
同
封

の
『
調
査
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
先
』
ま
た
は
『
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査

利
用
ガ
イ
ド
』
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

政
策
推
進
課
　
経
営
戦
略
係

☎（
83
）１
２
２
２

経済センサスキャラクター

本年度から保険料率が改定されました

芳澤画伯（前列右）より原画を渡される本山町長


